
広島県では特殊詐欺が多発しており、こ

れから年末に向け、不審電話の増加も予
想されます

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動
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令和５年１２月１日（金）から１２月１０日（日）までの１０日間

①車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です

酒を飲んだら絶対に車を運転しない。
車を運転する人に酒を勧めない。
飲酒した人に車を貸さない。
飲酒した人が運転する車に同乗しない。

運転は
ゆとりとマナーの

二刀流

自転車安全利用五則を遵守しましょう

特に、商業施設や市営の駐輪場、マン

ションの駐輪場などでの被害が多く、

６割以上が「無施錠」での被害
となっています。

大切な自転車を盗まれないために、

短時間でも鍵かけ
自宅などでも鍵かけ

を心掛けましょう！！

対策をしましょう！
１ 非表示番号を着信拒否
２ 常時留守番電話で相手を確認
３ 防犯機能付き電話機を設置

令和５年４月１日から全ての年齢層の自転車利用
者に対し、乗車用ヘルメットの着用が努力義務と
なりました。


